
時　間 日　　　程 議員関係 職員関係 日　　　程

2 14 金 招集告示 通告開始 町村会・連合会議（村長）

15 土

16 日

17 月 北部ブロック議員総会

18 火 県町村会定期総会（村長）

19 水

20 木

21 金 県議長会定期総会（議長）

22 土

23 日

24 月

25 火 予算決算資料配布 議案提出 12時

26 水
定例監査
広域連合第１回定例会

27 木 13:30 議会運営委員会 議案配布

28 金 北部総合事務組合議会（正副議長）

29 土

3 1 日

2 月

9:00 本会議（開会）

終了後 全協・議員全協

4 水 質問締切 12時

5 木

6 金

7 土

8 日

9 月 集約資料配布 質問回答提出 15時

10 火

11 水 9:00 予算決算常任委員会

12 木

13 金

14 土

15 日

16 月 町村会・連合議会（村長）

17 火 小学校卒業式

18 水 13:30 本会議（閉会）・議員全協 中学校卒業式

19 木

20 金

3 火

令和２年第１回３月定例会会議日程

月 日 曜日
議会日程関係

会期：１６日
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議決
結果

報告第１号
（令和元年専決第５号）損害賠償の額を定めることについ
て

R2.3.3

議案第１号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について R2.3.3

議案第２号
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
の一部を改正する条例の制定について

R2.3.3

議案第３号
喬木村奨学金貸付基金条例の一部を改正する条例の制
定について

R2.3.3

議案第４号 土地開発基金条例を廃止する条例の制定について R2.3.3

議案第５号
喬木村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正
する条例の制定について

R2.3.3

議案第６号 社会福祉法人への助成に関する条例の制定について R2.3.3

議案第７号
喬木村営住宅管理条例等の一部を改正する条例の制定
について

R2.3.3

議案第８号
喬木村公共物管理条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

R2.3.3

議案第９号
喬木村防災会議条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

R2.3.3

議案第１０号 工事請負契約の締結について R2.3.3

議案第１１号 工事請負契約の締結について R2.3.3

議案第１２号 村道路線の認定について R2.3.3

議案第１３号 村道路線の廃止について R2.3.3

議案第１４号 令和元年度喬木村一般会計補正予算（第５号） R2.3.3

議案第１５号
令和元年度喬木村国民健康保険特別会計補正予算（第
４号）

R2.3.3

議案第１６号
令和元年度喬木村後期高齢者医療特別会計補正予算
（第２号）

R2.3.3

議案第１７号 令和元年度喬木村介護保険特別会計補正予算（第４号） R2.3.3

議案第１８号 令和元年度喬木村水道事業会計補正予算（第３号） R2.3.3

令和２年第１回喬木村議会定例会議案及び議決結果一覧表

番号 件　　　　　　　　　名 上程日 議決日
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議案第１９号 令和元年度喬木村下水道事業会計補正予算（第３号） R2.3.3

議案第２０号 令和２年度喬木村一般会計予算 R2.3.3

議案第２１号 令和２年度喬木村国民健康保険特別会計予算 R2.3.3

議案第２２号 令和２年度喬木村後期高齢者医療特別会計予算 R2.3.3

議案第２３号 令和２年度喬木村介護保険特別会計予算 R2.3.3

議案第２４号 令和２年度喬木村水道事業会計予算 R2.3.3

議案第２５号 令和２年度喬木村下水道事業会計予算 R2.3.3
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報告第1号 （令和元年専決第５号）損害賠償の額を定めることについて

議案第1号 （令和元年専決第５号）損害賠償の額を定めることについて

議案第2号
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

議案第3号 喬木村奨学金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について

議案第4号 土地開発基金条例を廃止する条例の制定について

議案第5号 喬木村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第6号 社会福祉法人への助成に関する条例の制定について

議案第7号 喬木村営住宅管理条例等の一部を改正する条例の制定について

議案第8号 喬木村公共物管理条例の一部を改正する条例の制定について

議案第9号 喬木村防災会議条例の一部を改正する条例の制定について

議案第10号 工事請負契約の締結について

議案第11号 工事請負契約の締結について

議案第12号 村道路線の認定について

議案第13号 村道路線の廃止について

令和２年　喬木村議会第１回定例会

◎ 報告議案  ( 1件 )

３月 ３日上程分

議案一覧表

◎ 総務産業建設常任委員会付託議案  ( 0件 )

◎社会文教常任委員会付託議案  （ 0件 ）

◎ 本会議初日即決議案  ( 13件 )
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【一括付託分】

議案第14号 令和元年度喬木村一般会計補正予算（第５号）

議案第15号 令和元年度喬木村国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

議案第16号 令和元年度喬木村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

議案第17号 令和元年度喬木村介護保険特別会計補正予算（第４号）

議案第18号 令和元年度喬木村水道事業会計補正予算（第3号）

議案第19号 令和元年度喬木村下水道事業会計補正予算（第3号）

議案第20号 令和２年度喬木村一般会計予算

議案第21号 令和２年度喬木村国民健康保険特別会計予算

議案第22号 令和２年度喬木村後期高齢者医療特別会計予算

議案第23号 令和２年度喬木村介護保険特別会計予算

議案第24号 令和２年度喬木村水道事業会計予算

議案第25号 令和２年度喬木村下水道事業会計予算

請願第1号 医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める請願書

陳情第1号 妊婦を対象とした歯科健康診査の実施を求める陳情書

陳情第2号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める請願書

◎　請願　（１件）

◎　陳情　（２件）

◎ 予算決算常任委員会付託議案  ( 12件 )
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議案第14号 令和元年度喬木村一般会計補正予算（第５号）

議案第15号 令和元年度喬木村国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

議案第16号 令和元年度喬木村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

議案第17号 令和元年度喬木村介護保険特別会計補正予算（第４号）

議案第18号 令和元年度喬木村水道事業会計補正予算（第3号）

議案第19号 令和元年度喬木村下水道事業会計補正予算（第3号）

議案第20号 令和２年度喬木村一般会計予算

議案第21号 令和２年度喬木村国民健康保険特別会計予算

議案第22号 令和２年度喬木村後期高齢者医療特別会計予算

議案第23号 令和２年度喬木村介護保険特別会計予算

議案第24号 令和２年度喬木村水道事業会計予算

議案第25号 令和２年度喬木村下水道事業会計予算

議案第14号 令和元年度喬木村一般会計補正予算（第５号）

議案第15号 令和元年度喬木村国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

議案第16号 令和元年度喬木村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

議案第17号 令和元年度喬木村介護保険特別会計補正予算（第４号）

議案第18号 令和元年度喬木村水道事業会計補正予算（第3号）

議案第19号 令和元年度喬木村下水道事業会計補正予算（第3号）

議案第20号 令和２年度喬木村一般会計予算

議案第21号 令和２年度喬木村国民健康保険特別会計予算

議案第22号 令和２年度喬木村後期高齢者医療特別会計予算

議案第23号 令和２年度喬木村介護保険特別会計予算

議案第24号 令和２年度喬木村水道事業会計予算

議案第25号 令和２年度喬木村下水道事業会計予算

議　案　名

【　採　決　】

説　明　員

理事者・課局長

【　質　疑　】

予算決算常任委員会　３月１１日（水）　９：００～委員会室

理事者・課局長

説　明　員

理事者・課局長

議　案　名

休　　　憩

議　案　名

休　　　憩

説　明　員
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予算説明方法について 

 

３月定例会における補正予算議案 

 

１．本会議の説明の仕方 

①一般会計は企画財政課長、特別会計は担当課長より説明。 

②議案の鑑、歳入歳出予算の総額部分の朗読。 

➂全体概要を説明する。 

 

２．予算決算常任委員会（3/11 日 委員会室にて 9：00～ ） 

①会計別一括質疑を実施する。 

 ②説明員の範囲は、理事者・担当課長。入替は行わない。（必要に応じて係長） 

  

 

３月定例会における当初予算議案 

 

１．本会議の説明の仕方 

①一般会計は企画財政課長、特別会計は担当課長より説明。 

 ②議案の鑑、歳入歳出予算の総額部分の朗読。 

 ➂「給与費明細表」は総務課が人件費と併せて一括説明。特別会計は担当課説明。 
④特徴的な事業について「わかりやすい予算書」を活用して担当課長より説明。 

  ページ、事業番号、事業名、本年度予算額、事業内容、前年度予算額からの増減

理由、主な費用の順に説明。特定財源については、国・県補助金・起債・その他

それぞれ詳細に説明のこと。（補助率等） 

 

２．予算決算常任委員会の説明の仕方（3/11 日 委員会室にて補正予算終了後）    

 ①会計別一括質疑を実施する。 

②説明員の範囲は、理事者・担当課長。入替は行わない。（必要に応じて係長） 

 

予算決算質疑について（議員対象） 

 

① 簡易な質問は予め事務局を通じて担当課へ照会し、情報を共有する。 

議員の質問締切：３月４日（水）12：00 まで 

職員の回答締切：３月９日（月）15：00 まで→同日議員に回答予定。 

 

②予算・事業に関連する質問は自由にできる。 
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